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府中市子ども・子育て審議会について 

 

１ 審議会の概要                               

 

（１）設置根拠 
   府中市子ども・子育て審議会条例 

 

（２）法的な位置付け 
   ○府中市子ども・子育て審議会（以下、「本審議会」といいます。）は、平成

２４年８月に成立した子ども・子育て支援法第７７条に基づく市町村の「審

議会その他の合議制の機関」として設置された本市の附属機関です。 

   ○子ども・子育て支援法（以下、「法」といいます。）とは、平成２７年度か

らスタートした子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」といいます。）

の枠組みを整備する法律です。よって本審議会は、所掌事務や役割において、

新制度の枠組みの一部としての性格を有しています。 

 
（３）国が期待する主な役割 
   ○法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画へ地域の子育てに関するニー

ズ（意見）を反映させる役割 

   ○地域の実情を踏まえた子ども・子育て支援施策の実施を担保する役割 

   ○子ども・子育て支援施策の実施状況を調査審議するなど、ＰＤＣＡサイクル

を回す役割 

 

（４）委員 
   ○本審議会は、子どもの保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、

子ども・子育て支援に関する事業等に携わる者、学識経験者、公募による市

民から選出された委員２０名以内をもって組織されます。 

   ○委員の任期は、委嘱の日から２年間です。 

 

（５）所掌事務 
 所掌事務 根拠法 

１ 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

定員の決定に際し意見すること 

子ども・子育て支援法 ２ 
子ども・子育て支援事業計画の策定・修正に際し意

見すること 

３ 
子ども・子育て支援施策の総合的・計画的推進に関

し必要な事項等（計画の進捗管理） 

４ 家庭的保育事業等の認可に際し意見すること 児童福祉法 

５ その他市長の諮問に応じ意見すること ― 
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◎子ども・子育て支援法 抜粋 

第７７条 

  市町村は、条例で定めるところによ

り、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう

努めるものとする。 

 

 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設

定に関し、第３１条第２項に規定す

る事項を処理すること。  

第３１条第２項 

 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育

施設の利用定員を定めようとするときは、あらか

じめ、第７７条第１項の審議会その他の合議制の

機関を設置している場合にあってはその意見を

（～中略～）聴かなければならない。 

 

(２ ) 特定地域型保育事業の利用定員の

設定に関し、第４３条第３項に規定す

る事項を処理すること。 

第４３条第３項 

 市町村長は、第１項の規定により特定地域型保

育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下

同じ。）の利用定員を定めようとするときは、あら

かじめ、第７７条第１項の審議会その他の合議制

の機関を設置している場合にあってはその意見を

（～中略～）聴かなければならない。 

 

(３) 市町村子ども・子育て支援事業計画

に関し、第６１条第７項に規定する事

項を処理すること。 

第６１条第７項 

 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、第７７条第１項の審議会その他の合議制の機

関を設置している場合にあってはその意見を（～

中略～）聴かなければならない。 

 

(４ ) 当該市町村における子ども・子育て

支援に関する施策の総合的かつ計画

的な推進に関し必要な事項及び当該

施策の実施状況を調査審議すること。 

 

 

◎児童福祉法 抜粋 

第３４条の１５第２項 

 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村の認可を

得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

 

第３４条の１５第４項 

 市町村長は、第２項の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会を設置して

いる場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 
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２ 審議会の運営に関する申し合わせ事項               

≪１．会議の公開等に関すること≫                         

 

（１）会議の公開 
＊＊＊本審議会の会議は、府中市情報公開条例（平成１２年９月２６日条例第２７号）

第３２条第１項に基づき、原則公開することとします。ただし、家庭的保育事業

等の認可に係る部会は、公開原則の除外規定に該当することから非公開とします。 

【於平成２５年度第１回審議会（平成２５年７月３０日）】 

【於平成２７年度第１回審議会（平成２７年４月２８日）但し書き追加】 

◎府中市情報公開条例 抜粋 

第３２条（会議の公開） 

 附属機関等の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 

(１) 他の法令等に特別の定めがある場合 

(２) 不開示情報に該当する事項を審議する場合 

(３) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められ

る場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした

場合 

 

 

（２）会議録の作成及び公開 
＊＊＊会議に際しては、要点記録による会議録を作成し、各委員による内容の確認が

終了した後、一般に公開します。なお、発言者の氏名は公開しません。 

【於平成２５年度第１回審議会（平成２５年７月３０日）】 

 

（３）会議開催の告知及び傍聴の申込 
＊＊＊会議の開催にあたっては、事前に広報紙等で会議日程及び傍聴について掲載し

ます。なお、傍聴人数は１０人以内を定員とし、会議室の広さを考慮して各々の

会議ごとに人数を決定します。また申込みは前日までに必要とします。 

【於平成２５年度第１回審議会（平成２５年７月３０日）】 

 

（４）傍聴者名簿への記入及び注意事項 
   傍聴者は傍聴者名簿に必要事項を記入し、傍聴についての諸注意を確認したう

えで指定された場所で傍聴します。 

【於平成２５年度第１回審議会（平成２５年７月３０日）】 
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◎傍聴についての諸注意事項 

 

傍聴される方は、会議の進行を妨げないよう、次の点をお守りください。 

１ 会場で住所、氏名を記入して、ロビーでお待ちください。事務局がご案内しますので、

指定された席におすわりください。 

２ 危険物を所持している方、酒気を帯びている方、その他会長が職務執行上支障があると

認める方は、傍聴をお断りします。 

３ 会議中は静粛を旨とし、次の事項をお守りください。 

 ⑴ 発言、飲食をしない。 

 ⑵ みだりに席を離れたり、外部に出たりしない。 

 ⑶ 撮影、録音をしない。 

４ これらのことに違反し、そのため、審議会の進行が妨害されると認められる場合は、退

室していただくことがあります。 

 

 

（５）会議資料の配布 
   当日の会議資料は傍聴者にも原則として配布します。ただし、資料が多量の場

合等は会場に備えて傍聴者の閲覧に供するものとします。 

【於平成２５年度第１回審議会（平成２５年７月３０日）】 
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≪２．部会の運営に関すること≫                           

 

（１）所掌事務ごとの審議の場の整理 
＊＊＊府中市子ども・子育て審議会条例第９条第１項に基づく部会（委員の一部で構

成された会議）の運営に際し、本審議会の本会（委員全体で構成）と部会とで、

所掌事務ごとの審議の場を次のとおり整理します。 

 所掌事務 根拠法 審議の場 

１ 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用定員の決定に際し意見すること 

子ども・子育て支援法 本会 ２ 
子ども・子育て支援事業計画の策定・修正

に際し意見すること 

３ 
子ども・子育て支援施策の総合的・計画的

推進に関し必要な事項等（計画の進捗管理） 

４ 
家庭的保育事業等の認可に際し意見するこ

と 
児童福祉法 部会 

５ その他市長の諮問に応じ意見すること ― 
事案に応

じて判断 

 

  【於平成２７年度第１回審議会（平成２７年４月２８日）】 

 

（２）部会の議決の取扱い 
＊＊＊府中市子ども・子育て審議会条例第９条第３項の規定に基づき、部会の議決を

もって審議会の議決とします。 

【於平成２７年度第１回審議会（平成２７年４月２８日）】 

 

（３）部会の正副会長及び会議 
＊＊＊府中市子ども・子育て審議会条例第７条及び第８条の規定を、「審議会」を「部

会」に読み替えて準用します。なお、この場合の委員は、臨時委員を含むものと

します。 

【於平成２７年度第１回審議会（平成２７年４月２８日）】 

 

◎府中市子ども・子育て審議会条例第７条及び第８条の読み替え後 

第７条（部会の会長及び副会長） 

○部会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

○会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

○副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 

第８条（部会の会議） 

○部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

○部会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

○部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 


